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１．総合評価型プロポーザル参加資格確認手続に係る申請書類 

本件募集への参加を希望する者は、募集要項（第１部）を熟読のうえ、公募説明書の定めに従い、

次に掲げる書類を提出し、川口市の確認を受けなければならない。 

 

1) 様式１ 総合評価型プロポーザル参加申請書 

様式に記載する内容を確認のうえ、記名捺印し提出すること。なお、応募者の名称欄には、

応募者の企業グループの名称を記入すること。また、公募説明書に基づき必要な構成企業の経

営事項審査結果の写しを添付すること。 

提出部数は１部とする。 

2) 様式２ 構成企業表 

様式に記載する内容を確認のうえ、企業グループを構成する代表企業と構成員並びに協力企

業について記入し提出すること。 

提出部数は１部とする。 

3) 様式３の１、様式３の２ 委任状 

様式に記載する内容を確認のうえ、様式３の１と様式３の２の各々に記名捺印し提出するこ

と。なお、様式３の１については代表企業を除く構成企業の別に様式を提出するものとし、様

式３の２については、設計・施工業務、維持管理業務、運転管理業務（共同企業体とする場合）

の別に様式を提出すること。 

提出部数は１部とする。 

4) 様式４ 同種工事の施工実績調書及び同種業務の履行実績調書 

様式に記載する内容を確認のうえ、1.同種工事の設計及び施工実績の欄には、「公募説明書

3-2.応募者の参加資格要件 3)及び 4)」の内容を満たす施設のプラント設備の設計及び施工実

績について記入するものとし、2.同種工事の建築物の設計・施工実績の欄には、「公募説明書 3-

2.応募者の参加資格要件 5)」の内容を満たす工事の建築物の設計・施工実績について記入す

るものとし、3.同種業務の履行実績の欄には、「公募説明書 3-2.応募者の参加資格要件 6)」

の内容を満たす業務の履行実績について記入するものとし、4.同種業務の履行実績の欄には、

「公募説明書 3-2.応募者の参加資格要件 7)」の内容を満たす業務の履行実績について記入し

提出すること。また、様式中の記載内容に基づき、同種工事のプラント設備の設計、施工実績、

同種工事の建築物の設計・施工実績及び同種業務の履行実績を確認するための資料を添付する

こと。 

提出部数は１部とする。 

5) 様式５ 共同企業体結成届出書 

様式に記載する内容を確認のうえ、欄内に必要事項を記入し、記名捺印し提出すること。様

式については、設計・施工業務と維持管理業務、運転管理業務の別に提出すること。なお、運

転管理業務共同企業体を設立しない場合は、特定建設工事共同企業体及び維持管理業務共同企

業体の届出書を提出すること。 

また、特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率は、構成員が２社の場合は 30％以上、

構成員が３社の場合は 20％以上、構成員が４社の場合は 15％以上、構成員が５社の場合は 12％

以上であること。 

提出部数は１部とする。 

6) 様式６ 共同企業体協定書 

様式に記載する内容を確認のうえ、様式６の１と様式６の２、様式６の３の欄内に必要事項

を記入し、記名捺印し提出すること。なお、運転管理業務共同企業体を設立しない場合でも、

様式６の１及び様式６の２を提出すること。 

提出部数は１部とする。 
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２．様式７ 募集要項（第１部）に関する質疑書 

募集要項（第１部）への質疑応答は様式７の１、様式７の２によるものとし、次の要領に従うも

のとする。なお、質疑への回答は質疑者に行うものとするが、川口市の判断により必要に応じて川

口市ホームページで公開する。 

 

1) 様式７の１ 

様式に記載する内容を確認のうえ、募集要項（第１部）の資料名、頁と項目等、質疑項目を

記入し、記名捺印し提出すること。 

2) 様式７の２ 

様式７の１に記入した質疑項目毎に質疑事項、質疑に対する貴社の見解を記入し、提出する

こと。様式７の２は質疑項目の別に作成すること。 

3) 提出するファイル形式 

電子メールで提出するファイル形式は、ＰＤＦ形式のファイルとワード形式のファイルを

各々提出すること。 

様式７の１は記名捺印したものを様式７の２の印刷物と共にスキャニングし、ＰＤＦ形式と

すること。また、様式７の１と様式７の２のＭicrosoft® Ｗord 2010 形式以降のファイルを併

せて提出すること。 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


